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第22回　資生堂児童福祉海外研修　要綱

1．目的

2．主催

3．後援

4．研修テーマ

5．研修内容

6．研修先

7．実施期間

児童福祉施設の中堅幹部職員を対象に、福祉先進国の専門知識、処遇

技術や施設の運営形態の研修に加え、広くその国の福祉事情や訪問国との

交流を通して、参加者の幅広い人間形成と資質の向上を図り、将来の児

童福祉界を担う人材の育成を目指す。

財団法人　資生堂社会福祉事業財団

厚生省、全国社会福祉協議会、全国養護施設協議会、全国教護院協議会

「子どもの最善の利益を考える」

研修国における

①子どもの権利擁護に対する理念

②施設における子どもの権利擁護について

③子どもの虐待、放任と保護体制の現況

④地域における家庭養育機能支援体制について

ブインランド及びオランダ

1995年9月4日（月）一一9月16日（土）（13日間）

8．派遣人員

9．推薦要件

10．選考方法

11．研修の報告、

　　発表の義務

12名（児童福祉施設より団長以下10名、副団長1名、事務局1名）

施設において日常、児童福祉の処遇に携わり、本テーマによる研修に

ついて高い関心を持ち、強い意欲と責任感のある職員。また、心身とも

健康にして長期にわたって児童福祉に貢献できる職員とする。

全国養護施設協議会、全国教護院協議会、並びに関連団体の推薦にもと

づき、資生堂児童福祉海外研修選考委員会の審査により決定する。

①研修団は、報告書を所定の期日までに主催者に提出する。

②それぞれの協議会等の主催する研修会等において研修結果を報告する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上
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あいさつ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　全国養護施設協議会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会長谷松豊繁

　資生堂杜会福祉事業財団のご厚意により、第22回資生堂児童福祉

海外研修に養護施設職員を始め他の児童福祉施設に働く職員に参加の

機会を与えていただきましたことに厚くお礼申し上げます。

　昨年は戦後五十年でした。この年は、たいへん大きな事件がつづき

ました。阪神・淡路大震災やオウム真理教事件など想像を越えた未曾

有の事件でした。全養協は、新たな体制でさまざまな事柄に対応する

という大きな責任もともなっての船出となりました。特に、この年に

沖縄県で全国養護施設長研究協議会を開催しましたことや、養護施設

の近未来像の実現をめざすということで制度検討特別委員会を再発足

させたことは、今後の取り組みにとって欠かせないものとして受け止

めている次第です。

　奇しくも、児童養護の半世紀をふりかえり、21世紀を展望すると

いう年となった訳です。

　この年に、今回の海外研修団がフィンランド、オランダと歴訪した

ことは、今後の児童養護を考える上で両国からは多くの示唆を得られ

るものとして、たいへん時宜を得たものであったと思います。

　この意味から今回の報告書はよみこたえのあるものとしてたいへん

期待するものであり、またその期待に十分こたえるものになっている

と確信するものです。

　本報告書が多くの児童福祉施設の職員の方々に広く活用されること

を念願するものです。

　最後になりましたが、本研修を企画・実施し、報告書の作成に至る

まで事務局としてお世話いただきました資生堂社会福祉事業財団の皆

さん、研修の内容充実のためにご配慮いただきました厚生省の関係者

の方々に改めて感謝いたします。

　本研修がひきつづき児童福祉施設職員にとって実り多い機会の提供

になるよう祈念してお礼とさせていただきます。
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あいさつ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　全国教護院協議会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会長叶原土筆

　わが国の経済事情は、緩やかながら上向きになりつつあると伝えられて

いますが、すっかり景気が回復したという情勢ではないように思われます。

そのようななかで、資生堂社会福祉事業財団におかれましては、児童福祉

施設に従事する職員の質の向上を目指すために、今年も大勢の職員を海外

研修に参加させていただく機会を与えて下さ1）、たいへんありがたく心か

らお礼を申し上げます。

　この研修会は、私ども児童福祉関係者にとっては、毎年大きな期待を寄

せ、心待ちにしている研修会の一つであります。今回は「子どもの最善の

利益を考える」というテーマのもとに、北欧の各国を訪問して、その国の

福祉事情を学ぷというものでした。

　およそ2ヵ月にわたって北欧に行き、それらの国の教育・福祉の実情を

調査して帰国され、教護院から大学に移って教鞭をとっている方からのレ

ポートが最近届きました。スウェーデンは「福祉の先進国」という印象が

私どもには強いのですが、幼児から老人までの1人ひとりの人間を、いか

に大切にしているかが実によくわかるものでした。同国は、高額の納税国

とも聞いています。税金は自分たちの現在および将来の保障のために生か

されるものですから、十分に納得して納税することであろうと思いました。

　わが国は、国民総生産では世界の上位にランクされながら、豊かさの中

の貧しさと言われていますように、心が満たされていなく、心の淋しさや

虚しさを感じている今日であります。ある人は、わが国の人権感覚や人権

意識の低さを指摘されていますが、それを高めるためには、あらゆる機会

をとらえて、子育てや家庭養育はもちろんのこと教育や福祉のあり方を、

繰り返しながら問い直すことが肝心なことでしょう。

　このような状況のなかで、このたびの海外研修から学ばれた成果は、大

きいものがあろうと思います。この報告書が私ども関係者のみならず広く

一般の人々にとりましても、多くの示唆を与えてくれるものと大きな期待

を寄せています。

　終わりになりましたが、この研修会を主催された資生堂社会福祉事業財

団ならびに、厚生省児童家庭局児童福祉課の皆様に心より感謝を申し上げ

お礼のご挨拶といたします。
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団長報告
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　若江学院院長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　団長福永亮碩

　第22回資生堂児童福祉海外研修団は、9月4日に東京国際空港を出発し、

16日に帰国するまでの13日間にわたり福祉先進国である北欧のフィンラ

ンド及びオランダを歴訪し、当初の研修目的を果たし無事帰国した。

　今回の研修は、「子どもの最善の利益を考える」のテーマのもとに、福祉

先進国であるフィンランドとオランダにおける子どもの権利擁護に対する

理念のあり方や、子どもの虐待や放任に対する保護体制の現況、さらには

地域における家庭養育機能を支援する体制の仕組みなどを学ぶことを目的

とした。「子どもの権利条約」を批准した日本にとって、北欧の子どもの権

利擁護の実情を視察し研修することは、我々施設現場で子どもたちをアド

ボケィトするうえに大変役立つものであった。

　最初の研修地であるフィンランドのヘルシンキには6日間滞在し、教護

院や早期家庭復帰を目指したレセプションホームや職業里親施設、さらに

は美術教育システムを取り入れた私立保育園等を見学し、フィンランドの

児童福祉システムと子どもの権利擁護と団体・施設における相談支援と保

護体制の現況を実地に見聞し、研修を深めることができた。

　オランダでは、子ども虐待防止協会や子どもを守る評議委員会の活動に

ついて講義を受け、スカルフ医療養護施設の見学等を通して、児童福祉制

度とヘルスケアの取り組みの実際について研修した。

　今回の研修を通して貴重な体験と有益な成果を修めることが出来たが、

子どもの体罰を禁じた最初の国としてのフィンランドの実情と共にオラン

ダについても、子どもの権利擁護については、「子どもの最善の利益を守る」

ことを第1義として、常に予防的措置に力を入れたサービスが提供されて

いることが特徴的であった。

　しかし、国際的な情勢としての経済の悪化は福祉財源をも厳しく圧迫し

ており、財政不足による制度見直しの改革がなされている姿に、日本の福

祉事情と同様の印象を受けた。

　最後に、今回の海外研修にあたり主催者である資生堂社会福祉事業財団

をはじめ、厚生省・全養協等関係諸団体の皆様方の甚大なる御支援を賜り

団員一同貴重な体験と研鐵を深めさせていただきましたことに対し、心よ

り厚く感謝しお礼申し上げる次第です。
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副団長報告
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　厚生省児童家庭局

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　副団長宮崎定夫

　1994年は1989年に国連総会で定められた「国際家族年」であった。

世界各国において家族にかかわるさまざまな問題が生じている現状に照ら

し、今一度家族に対する認識を深め、家族に関する諸施策を強化していこ

うというものであった。わが国においても、都市部における核家族化の進

行、地域社会の希薄化による孤立化、家族の絆の希薄化、地方における過

疎化に伴い種々の問題が生じている。また、’94年は’89年に国連総会にお

いて採択された「児童の権利に関する条約」が、我が国においても国会で

承認された年であった。我が国も条約の理念の実現に向けて、各施設種別

部会が21世紀に向けての施設のあり方についての検討を始めるなど、更な

る新しい一歩を歩み始めた時期に母子寮、乳児院、養護施設、情緒障害児

短期治療施設、教護院の職員が、北欧の福祉先進国を訪問し現在の社会状

況や歴史・文化を見聞できた今回の海外研修は、意義深いものであり何に

も変えがたい貴重な体験であった。

　ヨーロッパ諸国は東西ドイッの統合、ソビエト連邦の解体、新生ロシアの

誕生、東欧諸国の混乱、EU統合への動きなど今も混乱を続けている。経済

的にも不況が続いており、特にフィンランドにおいては、ソビエト連邦の解

体によりソビエト連邦との貿易が行き詰まり、20％を越える失業者を抱え

中央政府による福祉制度が見直され、新たに地方政府による福祉制度に改

革されてきている。またEU統合についても、統合後の国境のボーダレス化

に伴う人口の流動化に、各国の福祉水準をどうするかが問題となっている。

　フィンランドの公的社会福祉制度は成熟期に入っており、公的部門によ

る福祉サービスの無い部分や僅少な部分については、ボランティア活動が

積極的に展開されている。ボランティア団体は、非営利の共通目的を有す

る3名の発起人の申請により法務省に登録されて登録協会となり、運営費

は国営のスロットマシーン協会が独占的に運営している宝くじか、スロッ

トマシーンなどから得られた収益金から財政支援されている。フィンラン

ドにおいては、児童の問題については両親の育児力、教育力、アル中など

に原因がある場合が多く、両親を含めたケアが必要であること、家族を助

けるという視点から両親に対して積極的に関わっている。また、児童入所施

設の基本的考え方も長期入所処遇から短期入所処遇へと変わってきている
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とともに入所中も両親と児童の関わりが絶たれないように配慮されている。

　母子対策として、若年で母（14才～）となる者には親としての問題があ

るケースが少なくなく、周辺にモデルとなる母親像が無い者が多いため、

出産前から市のソーシャルワーカー、本人、施設のソーシャルワーカーの

三者で数回面接して生活計画を作成し計画が着実に実施されるよう点検し

ている。入所に当たっては出産1ヵ月前に入所し、担当のキーワーカーが

指導を始め出産にも立ち会って母性教育、育児についての指導をしている

母子寮がある。また、若年の夫婦には夫婦とも入所させ家族ぐるみのケア

を行うなど、家庭崩壊に至らないように予防的ケアを基本としている。

　オランダにおける児童福祉も、予防的ケアを基本として実施されている。

また、施設入所において、従前は家族から切り離し、できるだけ遠くの施

設に入所措置していたが、地域社会や家族との断絶が子どもの社会復帰に

与える影響が問題とされ、地域の施設に入所し地域社会や家族との関わり

の中でできるだけ短期間の入所にとどめるよう配慮している。

　オランダの児童の権利擁護の組織には、全国をネットワーク化し啓蒙活

動や学校の先生、児童養育の専門家、小児科医を対象に講義やトレーニン

グをしている「子ども虐待防止協会（VKM）」があるほか、民間団体とし

て自分たちの地域で早期発見や家族に対しての支援活動をしている「小児

科医のネットワーク（BVA）」や、公的機関である「児童保護評議会」が

あり虐待を発見、あるいは虐待が疑われる時はここに通報することにより、

家庭訪問や子どもの一時保護及び家族への支援が行われている。

　緊急に子どもを家族から引き離し施設に措置した場合であっても、家族

へのケアを行うとともに子どもが精神的に安定してきた場合には、子ども

と家族の様子を見ながら、2週間に1度週末外泊を試みながら家族関係を

調整していく等できるだけ家族との関わりを絶たないように配慮している。

　このように両国ともボランティア活動が盛んに行われているとともに、

施設入所による処遇も短期入所を基本とし家庭・家族との関わりが絶たれ

ないように、支援による予防及びアフターケアを積極的に行っている。

　日本においても、阪tw　・淡路大震災を契機にボランティア活動が見直さ

れ、これを育成していこうとの動きが始まった。また、各施設別部会も21

世紀に向けての施設のあり方について検討をしている。

　研修に参加した皆さんも施設に帰られて、今回の経験・見聞を活かし積

極的な処遇展開をしてくれるものと期待している。
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事務局報告
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資生堂社会福祉事業財団

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　常務理事　中川泰輔

　今回は今まで訪問の機会に恵まれなかった福祉先進国のフィンランド

とオランダで研修することができた。今回は昨年日本でも「子どもの権

利条約」（児童の権利に関する条約）が批准されたことに関連し、「子ど

もの最善の利益を考える」というテーマで実施をした。

　特に、フィンランドは3年前に一度トライしたが、その時にはスケジ

ュール調整がうまくいかず訪問できなかっただけに今回訪問することが

でき事務局としては大変嬉しかった。

　フィンランドでは首都ヘルシンキに6日間滞在し、しっかりと研修す

ることができた。今回の研修の窓口として、私たちを快く受け入れてく

れたCentral　Union　For　Child　Welfareの理事長以下スタッフの皆様に心か

ら感謝申し上げたい。なかでも秘書のMerja　Launisさんにはつきっきり

でお世話をいただきお礼を申し上げたい。お陰であらゆる児童福祉施設

を見学することができた。なかでもなかなか訪問することができない少

年刑務所を訪れ、女性所長さんの案内で刑務所の中を見学でき、大変貴

重な経験をした。

　才ランダでは3日間という短い滞在であったが、アムステルダム市の

北1時間程のレリーシュタット市にあるThe　Boschhuis　Foundationで研修

をおこなった。児童虐待と少年犯罪について、その予防・処置・ケアに

ついて研修をおこなった。

　オランダでの研修については、日本でも知られているハーグ市に本部

をおくバン・リヤ財団のWin　Monasse氏に大変お世話になった。また、

バン・リヤ財団の常務理事の胱．Rien　van　Gendt氏より社会福祉支援活動

に対する熱い思いを聞かされ感激をした。

　最後に、今回の研修にあたり多くの方のご支援とご協力をいただいた。

特に、フィンランド研修では東海大学講師の橋本ライヤ氏と小石川協会

の宣教師アンナ・カイサ・ライティネンさんに、また、オランダ研修に

ついては東洋英和女学院大学の福田垂穂先生に大変お世話になり、心よ

りお礼を申し上げる次第である。
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第22回　資生堂児童福祉海外研修団　研修スケジュール

月　　日（曜） 時　間 日　　　　　程

9月　4日（月） 9：30

11：45

16：45

19：25

22：45

集合　成田空港第2ターミナル　3階出発ロピー

成田発　KL862
アムステルダム着（オランダ）

アムステルダム発　AY846

ヘルシンキ着（フィンランド）

9月　5日（火） 10：00

12：00

14：00

16：00

於：ホテル

・ プログラムのオリエンテーション

・ フィンランドの児童福祉制度と非政府組織の役割について

（Cenぬl　Union　for　Child　Wel㎞の理事長より）

昼食

Mannerheim　League　Of輪e　For　Child　Wel£are訪問

（児童と親のための電話相談サービスを持つ児童監視機関）

・ 非政府組織による児童の権利保護、児童と問題家庭のための革新的福祉

　サービスについて

Sone　M㎜e由eim　Day　Care　Centerの訪問（私立保育園）

終了

9月　6日（水） 8：30

9：30

12：30

14：00

17：30

19：00

ホテル発

Vuorela　Community　Home訪問1州立の教護院）

・ 問題児童と非行青少年のケアについて

昼食

Karskog　FamUy　Home訪問（民間の職業里親施設）

・ 里親と家庭外養護形態の職業里親について

Cent簡1　Union　fb了ChUd　Welfare訪問

・ Ce加al　Union主催のカクテルパーティ

終了

9月　7日（木） 8：30

9：00

11：30

13：00

16：00

ホテル発

Tammirinne　Reception　Home訪問

（市営の児童アセスメント及び短期治療施設〕

児童養護について

昼食

Kerava　Juvenile　P目son訪問

（フィンランド唯一・の21歳以下の少年刑務所）

非行少年施設について

終了

9月　8日（金） 8：30

9：00

ホテル発

Helsinki　Mother　and　Child　Home訪問

（非政府組織運営の母子寮）

児童福祉としての母子寮と保護施設について
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月　　日（曜） 時　間 日　　　　　程

9月　8日（金） 12：00 昼食

13：00 ㎝dPsychia悟c　Clinic　ofPe蓼sa．Rekola　Hospiω訪問

（市営の児童の精神治療病院）

崩壊家庭の児童への精神治療的方法について

14：00 フィンランド赤十字児童少年保護施設訪問

崩壊家庭の児童、情緒障害児のための福祉施設について

15：00 Korso　ChUd　Guid紐㏄Fa面ly　CounseUmg　Center訪問
（市営の児童・家庭相談所）

16：00 終了

9月　9日（土） ヘルシンキ市内見学

9月10日（日） 6：35 ヘルシンキ発　KL　192

9：10 アムステルダム着

市内見学

9月11日（月） バスでレリーシュタットへ出発

12：00 於：ホテル
Bemayd　van　Leer　Fa皿dationの紹介

12：30 昼食

14：00 Boschhuis　Fo皿da60n訪問
・ 財団の見学及びオランダの児童福祉制度とヘルスケア制度について

講義「オランダにおける里親組織について」の説明

16：00 カクテルパーティ
9月12日（火） 9：00 アムステルダム市内見学

12：30 昼食

14：30 講義「子ども虐待防止協会（VKM）」の説明

17：30 財団関係者との会食
9月13日（水） 9：30 講義「児童保護評議会について」の説明

12：30 昼食

14：00 シホール空港へ出発

17：00 アムステルダム発　KL329

18：05 パリ着

9月14日（木） パリ市内見学

9月15日（金） 12：00 パリ発　KL324

13：10 アムステルダム着（経由｝

14：50 アムステルダム着　KL861
9月16日（土） 9：05 成田着

（トランジットエリアにてミーティング｝

通関後解散
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　　　　はじめに

　平成7年9月4日から16日まで、私達は第22回資生堂児童福祉海

外研修団として、フィンランド、オランダにおける児童福祉について学

ぶ機会に恵まれた。

　1989年に「児童の権利に関する条約」が国連総会で採択され、わが

国も1994年4月に批准して、その内容の持つ意味は私達児童福祉関係

者の中でも広く語られ始めているところである。研修では、「子どもの

最善の利益」が、福祉先進国と言われるフィンランドやオランダにおい

てどのように実践されているのか、児童福祉施設の見学や、子どもの権

利擁護を推進する団体での活動内容を伺ってきた。

　言葉の問題、文化や歴史性の違いを感じないわけにはいかなかったが、

子どもを見る心は同じ、何を中心に考えるべきなのか、強く訴えかけら

れるものがあった。

　研修はフィンランドで9月4日から10日、オランダで11日から13

日まで行われ、特にフィンランドでの滞在期間は長く、訪問施設の数か

らも、今回の研修報告の大半を占めるようになっている。

　フィンランドは、日本よりやや小さい面積の所に約500万の人が住

んでいて、国土の3分の1は北極圏に入り、夏の白夜、冬のオーロラで

知られる所である。氷河で削られてできたこの国には大小18万の湖が

あり、今回の研修地である首都ヘルシンキ市でもあちこちで湖を眺める

ことができた。私達が訪れたのは9月、街路樹の葉も落ちかける頃だっ

たが、それでも日が完全に沈むのは夜9時を過ぎてからで、私達の日常

からすると何とも不思議な感じがする場所であった。

　私達を受け入れてくれた「Central　Union　For　Child　Welfare」（子どもを

守る中央協議会）は1937年に設立された団体で、現在では30の地方

自治体と83の児童福祉団体が加盟する組織である。子どもの利益や家

族の権利を保護するために包括的な調整機能を果たす役割を担ってお

り、見学した施設も、この協会に加盟する母子寮、短期の養護施設、教

護院、里親家庭等でそれぞれが日本と同じ機能を持ちながら、内容は少

しつつ異なる面も見せており、各施設の紹介を期待して頂きたいところ

である。

　一方オランダは講義が中心の研修だった。ネーデルランドと呼ばれる
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この国は、海よりも低いという意味を持っていることは広く知られてい

る。国土の半分が海面下に位置しており、幼い頃聞いた堤防に指を入れ

て街を救う少年の話を思い出すが、私達の研修地も海面下4メートルの

レリーシュタットという市で行われた。オランダは第2次大戦後に急速

に工業化が進み、この街も比較的新しくできた所で、それだけに新しい

問題、新しい福祉政策の課題が見えてくるとの話もされていた。

　見学施設は、才ランダでの研修プログラムを作成していただいた

「Boschhuis　Foundation」（ボスハウス財団）に所属し、協会の関連する

「De　Schelp　Medisch　Kinderhuis」と呼ばれる心理治療を必要とする子ども

の短期入所と通所指導、そして親や教師に子育てを指導する3つの部門

から成る施設“De　Schelp　Medisch　Kinderhuis”（スカルフ医療子どもの家）

を見せて頂いた。日本でも子どもを取り巻く問題が日増しに複雑化する

中で、こうした治療施設の持つ意味は重要度を増しており、学ぶべき多

くの点があった。講義は、里親の方、児童の虐待防止に務める方に来て

頂いた。児童虐待は何気ない日常生活の中に存在することを知らせるビ

デオもできており、身近に感じられる工夫が多々あった。

　今回の研修報告を見て頂くにあたり、歴史や文化の違いから日本との

比較を軽々に論じることもできないが、「子どもは家庭の中で育つ」と

いう観点では、常に社会のニーズに合わせて必要な改革を随時やってい

る、そんな印象を強くもつことができた。家族の中で子どもは育つとい

う基本理念に従い、家庭崩壊を未然に防ぐ支援が施されたり、また、仕

方なく家庭を離れる場合であっても、できるだけ家庭に近い環境を与え

られるよう努力されていることが具体的に理解できた。

　つたない文章で解りづらいことも多々あるかと思うが、それぞれの現

場で「子どもにとっての最大の利益」が語られることを願い、フィンラ

ンド、オランダ2力国の福祉の実践を紹介できればと思う。
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1．国の紹介

第1章フィンランド

　フィンランドは、ヨーロッパの中で5番目に大きい国である。位置は、

世界の一・番北にあり、3分の1は北極圏の北になる。フィンランドと聞

いてイメージされることは「北欧の国」「森と湖の国」である。また

「夏の白夜や冬のオーロラが体験できる国」「サンタクロース、ムーミン

の故郷」として知る人も多い。隣はスウェーデン、ノルウエー、ロシア

に囲まれ、森と湖の国フィンランドは雄大で神秘的な自然と東西ヨーロ

ッパの文化が交流してきた歴史を有する国として、多彩な魅力を持って

いる。面積はほとんど日本と同じであるが、人口は日本の約25分の1

にあたる500万の人が暮らしている。しかし、わが国においてはその

福祉の実情が余り知られていなV㌔福祉国家と言えぱスウェーデンを

イメージするがフィンランドもスウェーデン同様北欧型福祉国家として

発展してきた。その社会保障、社会政策にはユニークな特徴があるe私

達が見てきたその一部をここに紹介したい。

バルト海に臨むヘルシンキ港

一 16一



面

人
位
首
特

産

通

宗

教

税

積

口

置

都

徴

業

貨

教
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率

失　業　率

結

離

政

婚

婚

府

政府目標

重要課題

338，145kmコ（日本と同じ位）

508万人（1993年）

世界の一番北（1／4北極圏の北）

ヘルシンキ（人口　51万人）

森と湖の国（180，000を越す湖）

ヨーロッパで5番目に大きい国

農林業　10％（1940年代　60％）

工業　30％（パルプ・紙、造船、コンピューター、携帯電話）

サービス業i　60％

マルカ（1マルカ22円）

ルーテル教（90％）

国教で教会税があり、給料から自動的に引かれる

小学校（6年）小学校3年より英語かスペイン語を勉強

中学校（3年）もう一つの外国語を勉強

高等学校（3年）

※授業料・給食等すべて無料（大学も無料）

　高校を卒業すると普通は独立して自分の家に住む

30％～70％（累進課税）

（貧富の差は日本より小さい）

1994年には19％の見込み

（失業の拡大幅は、4年間に15％にもなる）

平均　　男性28歳位　　H本より独身が多い

　　　女性26歳位

離婚率20％？

社会民主党・国民連合・左派連合

スウェーデン人民党・緑の党による連立内閣

雇用の推進とインフレ率を低い水準に押さえる

失業問題
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歴 史AD　1100年

1200年

1500年

1711年

1809年

1917年

1922年

1956年

キリスト教がスウェーデンから入ってくる

（カトリック教）

スウェーデンにより併合さる

ドイッで起きた宗教改革の影響でルーテル教、

プロテスタント教がスウェーデンから入る

ロシアに占領さる

ロシア帝国に編入（ロシア時代）

※自治権あり（自分の文化、言葉、お金）

　1809年～1917年ロシァ領

フィンランド独立（12月6日独立記念日）

保健サービスの一部有料化

（失業給付、疾病手当の減額）

福祉国家への実現

ヘルシンキ　　私達がフィンランドで最初に足を踏み入れた首都ヘルシンキは、人口約

　　　　　　51万人。“バルト海の乙女”の愛称で親しまれ、緑豊かな森とバトル海

　　　　　　の美しい海岸線に彩られ、街自体が自然公園そのものである。ヘルシンキ

　　　　　　は16世紀半ばに貿易港として建設され、1812年首都が遷都したのを機

　　　　　　に、建築家C．L．エンゲルの設計によりネオクラシック様式の近代都市へ

　　　　　　と生まれ変わった。中心街は帝政ロシア時代の名残をとどめ、かつ19世

　　　　　　紀初頭のネオクラシック調や現代のモダン建築物が建ち並び、ロマンチ

　　　　　　ックな雰囲気を醸し出している。ヘルシンキは、経済、文化、芸術とあ

　　　　　　らゆる面でフィンランドの中心となっている。

ヴァンター 　ヘルシンキからバスで約30分（北へ19　km）の所にヴァンター市が

ある。人口約16万人。ヘルシンキ・ヴァンター空港がある街として知

られている。中世の面影を残す歴史的建造物と最新技術を用いたモダン

な建築物など、新IHの文化が融合した街である。
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ll．社会福祉の基本的な考え方

　フィンランドの社会福祉の基本は平等である。福祉の基礎は、家族では

なく個人であり、お金持ちでも貧しい人でも障害者でも失業者でも平等、

みな同じ権利、豊かな人生を送る権利があるということである。皆同じよ

うに豊かな人生を送れるにはどうしたらよいかを考えていくことが福祉の

目的であり、そのための経済的責任は国が担い、社会福祉的責任は郡、市

が担うシステムがあり、誰でも必要とする援助が受けられるようになって

いるとのことであった。その基本的な考え方は予防すること、問題が起き

る前に支えがあることが大事になっている。もう一つは社会に戻るという

こと、つまり施設からまた自立して自分の家に住むようにするという基本

的な考え方である。そのためには経済的に支えるだけでなく、精神的に支

えることがより大切であり、障害者が自立して一人で暮らすとか、子ども

達は家族の中に問題がある時には施設に入らないようにその家族を支える

ことである。未婚で出産する母親や離婚した家族などもできるだけ施設に

　　　　　　　　　　　　　　　いれない。施設に入っている人達は

できるだけリハビリを受けてまた社

会に戻るように、つまり自信を与える

こと、強くすることを考えている。一・

人でも暮らすことができるような支

えが必要で、病気、怪我、障害を持っ

た子どもが生まれたり、育てる時、ど

のような条件で援助が受けられるか

などのシステムも決まっているとの

ことであった。そのような考えのも

とに様々な社会保障、福祉サービスが

提供されている。これはキリスト教

の教えからくるもので、90％の人が

ルーテル教徒で国教となっている土

台が福祉国家としての発展をもたら

したのではないだうか。
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皿．社会保障

目

条

課

的

件

題

「人々に一一定基準の基本的サービスを提供し、個人の居住場所や経済的

地位にかかわらず最低限の収入を保障する」

「フィンランドに常住していること」

（身分や市民権等の有無には関係なく）

「高齢化社会を迎える諸問題の対策」

（労働力の減少、年金支出の急増等）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　自ら実施

社会・保健サービス

（地方当局が実施）
周辺の自治体と共同で実施

契約によってサービスの

実施を外部に委託

医療相談の3／4は自治体の保健センターが実施、残り1／4は個人開業医

が実施

※私営サービスが公的サービスを補っているが、小さな部分を占めるに

　過ぎない。

　特定の社会給付を

　　　全額負担

児童手当　在宅保育手当

地方自治体（費用の大部分が税収）

社会サービス

保健サービス

自治体の財政状態に応じて、自治体のサービスの総費用の

　　　　　29～66％を申央政府が補助する
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IV．女性の社会進出と社会保障

　1906年、フィンランドはヨーロッパではじめて女性に参政権が認め

られた国である。女性の社会進出はめざましく、非常に重要な役割を果

たしている。国も女性の就労を保護、援助できるような制度を整えてい

ったため、就学前の子どもをもつ母親の約80％がフルタイムで働いて

いる。

　子どもを産むことが女性の就労の障害とはなっておらず親（母親か父

親）は11ヵ月までの産休が認められいる。産休後も自分の職場に復帰

する権利があり、産休期間中は本人の通常の所得の約75％にあたる育

児手当が支給される。雇用されてなかった場合にも最低限の手当を受給

できる。

※出産前に就業していなくても12ヵ月の手当支給

　出産後3年以内であれば前の仕事に戻る権利がある

育児手当 第1子は　　　1ヵ月　500マルカが、

第2子以下は　1ヵ月　800マルカが、所得に関係なく支給される。

（0歳～17歳まで支給）

※1995年の7月1日から育児手当が財政悪化により引き下げられた。

　私達が訪問した幾つかの福祉施設で印象的だったのは、管理職や専門

職として女性が責任を持った職に多く就いていたことであった。しかし

フィンランドでも日本と違わず福祉職の給与は安いことも女性の就労を多

くしているとのことであったが、私達の案内役を務めてくれたアンナさん

をはじめ、目的を持ち生き生きと働く女性に多く出会うことができた。
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V．児童福祉の基本的体制

子どもの最善の利益を守るフィンラ

ンドの非政府組織「セントラル・ユ

ニオン」のパンフレット

　フィンランドの児童福祉には「国家の責任としてすべての子ども達

（18歳未満｝に健康で清潔な、人間の尊厳にみちた環境と社会を用意す

ることが、使命であり、子ども達の福祉のため展開している政策である。」

との基本的姿勢が打ち出されている。フィンランドにおけるソーシャルワ

ー クは、子ども達の発達のための快適な生活条件および環境の整備を目指

したものである。それは、．・方では子どもおよび家庭に対するいろいろな

施策であり、他方では、それらを守るために適切な社会的ケアおよび福祉

サービスを講ずることである。

　スカンジナビア諸国の児童福祉対策の中で最も強調されてきたのは、正

常な家庭生活こそ理想的な環境であるということで、1936年にフィンラ

ンドでは児童保護法が制定され、他の社会福祉事業と同様に児童福祉事業

においても救済と予防の両面が含まれ、予防に重点が置かれてきた。さら

に家庭福祉対策、住宅政策、保健対策等により、子どものある家庭の生活

状態も改善され、大多数の国民は普通の家庭生活を維持できるようになっ

た。子どもを守るシステムを作っていくために、1984年に児童福祉法が

制定された。原則として家族が子どもを守る責任者であり、そこには子ど

もと親の関係、子どもと家族に関する社会の関係を規定しているcこの法

の主な考え方は、子どもの最善の利益を守ることであり、子どもはできる

だけその家庭で養育されるのが望ましいという基本原理に基づいて、予防

的、支援的措置やサービスを強調している。つまり子どもが育ち、養育さ

れる中で起こる様々な変化や危機的状況を支えることである。やむを得な

い場合であっても、できるだけ家庭に近い環境の中で養育されるのが望ま

しいとの考えで様々なサービスが実行されている。また、フィンランドは

子どもへの体罰を法的に禁じた最初の国である。（1983年）

　フfンランドにおける児童福祉に関する法案の作成は、社会・保健省が

行うが、児童福祉の推進に対する権限は、市や郡の地方公共団体に委譲さ

れている。具体的には社会福祉委員会（The　Social　Welfare　Board）が合法

的な主務機関である。社会福祉委員会は、行政執行部自身がこれを行って

いるいくつかの小さな自治体を除いてその運営に全責任を負っている。委

員会の約30％が専門部会を構成し、「児童ホーム」や他の福祉施設は社
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会福祉委員会によって任命された委員会の監督下にある。児童・青少年福

祉の推進に務める民間の非政府団体は、社会・保健省と地方自治体から認

可を得て、社会福祉委員会の指針に従い、連携をとりながら、この分野で

の重要な役割を果たしている。

　法に従って、地方官庁や地方自治体はその地域のニーズにあった内容

の児童福祉のサービスを提供する責任がある。地方自治体は、自分たち

でサービスを作るか、非政府団体や他のサービス提供者からサービスを

買うことができる。現在、ほとんどのサービスは、利用者に無料で提供

されている。また、経済的問題から人口の多い市や郡が他の市や郡ヘサ

ー ビスを売ったり、いくつかの市や郡が一緒に運営するサービスも見ら

れる。従って、サービスの内容や提供の方法も全国的に統一されたもの

ではなく、各市や郡のニーズによって様々な方法をとっている。

　このようにフィンランドの児童福祉は、「子どもは家庭で育てる」との

基本的な考えと、子どもの成長にはどのような要件が必要であるかを

　1）子どもが生まれる前からの親への育児指導

　2）乳幼児期の母子（父親の関わりも含めて）関係を築くための支援

　3）学童期～思春期の間に起こる様々な問題や悩みのケア

の3つの視点から具体的な施策やサービスを通して家庭と子ども達を支援

するプログラムが用意されていた。

それに従って

　1．問題が起こる前に家庭を支えるための予防的プログラム

　2．問題が起きた時にまず子どもを在宅のままで援助を行うプログラム

　　（オープンケア）

　3．家庭の問題を解決するためにやむを得ず子どもを保護するプログラム

の3段階に分けられる。

非政府団体の活動 　フィンランドは完全に自立した市民社会であり、たくさんの非政府組

織が社会福祉のシステムにおいて重要な役割を担っており、広範囲にわ

たって当局と協力して活動している。それらは、新しいプロジェクトを

開発したり、実行し、それを更に改変してソーシャル・サービスを広げ

ているe
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　これらの組織の特徴は新しいものを試みようとする意欲と融通性に富

んでいることである。また、ボランティアの仕事の開発に非常に力を入

れ、政府のサービスが少なくなってきているので、より重要な役割とな

っている。非政府の児童福祉組織は子どもの権利を擁護し、子どもや親

に幅広いサービスを提供することに努力している。フィンランドの自発

的な民間のこれらの組織は、後に地方当局に移管された一連の活動（妊

婦と子どものクリニック、家庭裁判所、一時保護所、学校ヘルスケアな

ど）へと発展したのであった。

　組織のメンバーは児童福祉や養育の分野で広く活動を行っており、予

防的、治療的サービスを提供している。予防的サービスには家族へのカ

ウンセリング、若者の雇用プロジェクト、子どもや親のためのレクリエ

ー ション・キャンプなどが含まれる。リハビリ、セラピー、他の治療サ

ー ビスが収容施設やファミリー・ホームによって提供される。若者は教

育や訓練、就労生活、そして社会から排除されないように施設の多様な

プロジェクトによって支えられている。

基 金　　　これら福祉サービスを支える財源の多くは、基金によって賄われてい

　　　る。フィンランドのたいていの福祉や保健に携わる非政府組織は、彼ら

　　の活動のための財政的援助を1938年に非政府組織により設立されたフ

　　　ィンランドのスロット・マシン協会（RAY）から受けている。それは、

　　政府から独立しており、慈善資金集めの伝統的形である。RAYはこの

　　種の基金では世界唯一の組織である。それはフィンランドではRAYが

　　　スロット・マシンやカジノゲームの合法的な独占権を所有していること

　　　による。

スロットマシン協会 　フィンランドでは、慈善団体が運営する以外の全てのスロットマシンを

禁止し、1938年に保健、福祉の分野におけるサービスの基金を調達する

ために8つのNGOによってスロットマシン協会が設立された。運営は内

務省に監督され、基金の分配は社会保健省に監督されている。1990年、

スロットマシン協会の総売上高15憶6300万マルカで、1991年にフィ

ンランド政府はこの内9億2100万マルカを援助金として分配した。援助

の分配は次のとおりである。
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・ 基礎保健看護

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　e’｛　’高賭のケア

　　　　　　　　　　　　　　　　　ielb：｛・休日縫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Φ｛．知覚障害者のケア

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・児童福祉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・アルコール、薬物乱用者のケア

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・青少年健全育成

ラマダプレジデンテイホテ）va）中にある国営カジノのバスカード　　・大災害への準備

18．8％

22．2％

22．6％

9．9％

9．7％

8．3％

5、7％

2．2％

0．6％

　福祉機関、ボランティア団体にとってスロットマシン協会からの財政

支援は不可欠である。ちなみに宝くじの収益金はスポーッ、文化、学術

等の分野の活動に対し資金助成が行われている。

●○・．●，皐●●●・●il．●．己●↓●．●’●’e／・●．●．●●L●．●●一・■．●●●：●．●●●●○●「●●●●．●●●・○●

　★電車賃はセブン・マルカ

　　　　　　　　　　　　　ヘルシンキ市内の路面電車の乗り方について、「乗り放題の9マルカと一

　　　　　　　　　　　　定区間利用の7マルカの2種類の切符がありますが、皆さんが利用する場

　　　　　　　　　　　　合は7マルクを払えばいいですよ」と添乗員から説明があった。

　　　　　　　　　　　　　団員数人で外出した際、路面電車を利用することになった。次々に団員

　　　　　　　　　　　　が乗り込む中、最後に乗った団員が、「7マルカ　プリーズ」と言ったとこ

　　　　　　　　　　　　ろ、運転手は首をひねり困った顔をしている。もう一度「7マルカ　プリ

　　　　　　　　　　　　ーズ」と言って10マルカを渡すと、運転手は微笑みながら1マルカの釣り

　　　　　　　　　　　　銭と切符を団員に渡した。不思議に思ったその団員は、乗り込んだ仲間に

　　　　　　　　　　　　釣り銭と切符を見せてもらったところ、彼等は皆、3マ，レカの釣り銭と7

　　　　　　　　　　　　マルカの切符を手にしているではないか。仲間の一人が「どうした？間違

　　　　　　　　　　　　えたの？」と尋ねると、その団員は「添乗員に言われたとおり『ナナ　マ

　　　　　　　　　　　　ルカ　プリーズ」て言ったんだけど・◆・・」と答えたところ、すかさず

　　　　　　　　　　　　「ナナ　マルカではなく、セブン　マルカでしょ」と言われ、思わず赤面す

　　　　　　　　　　　　る団員であった。

　　　　　　　　　　　　　運転手は「ナナ」を「ナイン」と勘違いしたようだ。それにしても、添

　　　　　　　　　　　　乗員の教えを素直に実行したぱっかりに…　　！？

○●●●●●●・●．●●・●・■・●●●●tt●．●・●・●●●●■・●・●●．●．●．●●・●●・●●●．●・・●・●○
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　今回、訪問したCentral　union・F（rr・Child・Welfareと呼ばれる団体はフィン

ランドでも有数な全国的規模を持つ児童福祉協会である。活動の基本は、

国連の「子どもの権利条約」に従って、子どもの最善の利益を推進するこ

とであり、そのための専門的なサービス提供やボランティア活動を組織し、

有効なサービスを提供するように調整する機能をもつ。

訪問報告

Central　Union　for　Child　Weifare

　　　（子どもを守る中央協議会）

体

立

団

設

目

課

財

組

名
年
的

題

源

織

活動内容

Central・Union・For・Child・Welfare（子どもを守る中央協議会）

1937年

子どもの最善の利益と子どもや家族の権利を保護する組織の中心とし

て包括的に調整する役割を持つ

フィンランドの児童福祉のNGOと市町村の間の協力を促進し、州政府と

の関係を深めること

・ 「子どもの日財団」という団体の収益金で賄われている

　（アミューズメント・パークの収益の寄付）

（注）「子どものH財団」は遊園地、テーマパークなどの事業を行っている

・ スロット・マシン協会（RAY）

地方自治体・30ヵ所が所属

児童福祉の組織団体　83団体が所属

①研修や会議の設定

②Laspen　Maailma　Jouralなど発行

③図書館と情報提供サービス

④国際会議の推進

⑤代替家庭養育

⑥性的虐待と家族内暴力の防止

⑦乳幼児期教育

⑧障害や慢性の病をもった子ども達へのサービス

⑨子どもの事故防止
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1．予防的プログラム

育児診療所制度　　・法律によってそれぞれの市、地方で設置が義務づけられており、母親

（無料） が妊娠した後に定期的にそこへ通う。

・ 出産用品の無料支給

・ 出産後、母子は一緒の部屋で過ごし、退院後も定期的に診断を受けら

れる。退院当初は診療所より訪問あり。子どもの成長に問題があれば

医者に相談し、病院に行く。

・ この制度の発達とともに乳児死亡率が世界で一番低くなった。

　（病院：治療、入院、手術等の関係なく1日2，000円）

福祉診療所　　・子どもが小学校に入ると育児診療所の制度からはずれる

　　　　　　　・学校に医者、看護婦がいる

　　　　　　　・歯の治療は17歳まで無料

保育制度 　働く親にとって保育の問題は最大の関心事であるが、産休が終わると

デイケアサービスか在宅保育手当受給のいずれかを選ぶ法的権利があ

る。デイケアにはデイケアセンターと家族デイケアの2種類がある。親

はいずれかを選ぶことができ、負担する費用はどちらも同じ額である。

　具体的には下記の①～③を家族が選ぶ

　①自治体のデイケアセンターに預ける

　②自分の家で子どもの保育をする（国の在宅手当）

　③保母さんの家で保育してもらう（4人限度）

　・重度の障害者は住宅や交通、通訳サービスを受ける法的権利がある

　・全日保育料の利用額（月額）は家族の規模や収入によって異なる。

　　低所得家族の場合は無料であるが、通常は300－1400マルカであ

　　る。

デイケアセンター

　日本でいう保育園にあたり、訓練を受けた就学前児童教員、社会教育員、

　保母が保育にあたる。

家族デイケア

　日本の保育ママ制度に近いもので、従事者は地方当局が雇用し、センタ
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一同様、家族デイケア従事者も訓練を受けることができる。

（昔は資格がなくてもよかったが、最近は教育を大切にし、有資格者と

なってきている。）

・ 保育は従事者の家庭で朝の8時から夕方の5時まであずかり、子ど

　もの受け入れは多くて4人まである（自分の子が2人いればデイケ

　アの子は2人しかあずかることができない）。

・ こじんまりとした家庭的雰囲気を好む人にはこの制度が喜ばれている。

訪問報告

Mannerheirn　League　for　Child　Weifare

　　　　　（モネヘー児童福祉連盟）

訪問日時

団　体　名

代表者名

所　在　地

設　立　年

施設種別

員
費
　
営

職

運

活動内容

平成7年9月5日　午後2時

Manne7heim　League佃Chi】d　Wel㎞

Aura　Korppi　Tommola

Head　of　Field　Organization

Toinen　Linja　17，　OO530　Helsinki，　Finland

TEL（90）711611　FAX（90）711113

1920年

ボランティア団体連盟

（さまざまな児童福祉ボランティアの集合体）

Central　office　15名　（500支部　64，000名）

国営スロットマシン協会からの補助金

資産運用の収益金

連盟のサービスに対する委託料

（例　支部が運営する遊園地の収益金（5ヵ所））

・ 子ども電話相談

・ 子どものためのオンブズマン

・ 精神的・社会的リハビリテーション

・ 遊園地経営

・ デイ・ケア（保育園）

・ 広報紙の発行
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　モネへL－・児童福祉連盟は、広い範囲のプログラムをもつ民間の組織

であり、子どもの権利擁護と共に社会の関心を高めること、健康、生

活保証及び教育の促進を目的としている。例えば

　・家庭における子ども達の利益保護

　・多様なニーズに応じたサービスの用意

　・ボランティアの活用

　・若者の自立援助

　・新しい施策とプログラムの促進

　子どもの利益を図る経験に富んだ様々なグループがフィンランドの至

るところにあり、家族と子どものための520の支部がその働きを成し、

64，000人以上のメンバーが活動している。本部はヘルシンキにあり、

13区の事務局が各支部をサポートしている。

　75隼の歴史をもつそのサービスの内容は、妊産婦及び乳児の健康・ク

リニックといった保健面のサービスから始まる。その後ホームヘルパーの

訓練、青少年の外来クリニック、伝統的な遊びの継承といった多種多様な

展開を経て1990年代では、社会における子どもの立場と健全な環境、そ

して子どものいる家族に対する支援を強調するプログラムとなっている。

　なかでも、1980年代から始まった子どものためのオンブズマンの

仕事は連盟全体の活動において、重要な部分であり人権擁護を実行す

るものである。

子どもための

オンブズマン

　モネヘー児童福祉連盟の子どもオンブズマンは、子どもと若者の権利

がおなざりにされた時、彼らの利益のために弁護人を準備している。暴

力からの解放に耳を傾けること、子どもの基本的な権利を擁護するもの

である。

　・モネヘー児童福祉連盟の働きは子どもの権利全般と社会における

　　子どもの地位の向上に寄与する

　・子どもオンブズマンの働きは、子どもの権利での特有なケースも

　　扱い、一般的なケースについても扱う

　オンブズマンは独立した組織で、そのサービスは無料となっている。

年に300ケースを扱い、その内50ケースについては、間違った権力

行使により、子どもの人権がおびやかされいるもので年間を通して解

決を必要とするケースである。
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ヂどもオンブズマンの関わったケースの内容

　・暴力を受けた子どもと若者

　・性的虐待を受けた子どもと若者

　・学校や病院、里親、劣悪な家庭、多方面にわたって」：どもと若9一

　　の身分を制度上保護する

　・両親の離婚におけるf’どもの身分と権利

　・．子どもを巻き込むケースにおける公的手続

f’どもオンブズマンへの連絡方法（窓【P

　・モネヘー児童福祉連盟　本部及び支部

　・ゴ・ども電話相談

了・ども竃話相談サービス

　子ども電話柑談のサーピ’スは、子どもと若者∂）意見を聞くことや、

アドバイスすることにある．相談を通してオンプ．ズマンピコンyクト

を取ることが可能になっている．

相談件数

相談者

相談H

年隣150．000∫牛

10歳以上（まれに25歳もi

　7歳以下はほとんどなL

訓練を受けたボ．ランテでア

平均　　　　　400人

任期　　　　　　 3年

トレーナー　　　］1人

※全国にllヵ所あり、時間外にはヘルシンキに自動的につながる．

モネヘー児童福祉連盟の事務所

説明前の⊃一ヒータイム
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訪問報告

Sofie　Mannerheim　Day　Care　Center

　　　（ソフィエ　モネヘー保育園）

訪問日時

所　在　地

施設種別

在　籍　数

利用対象

職　　　員

運　営　費

費 用

職員給与

特　　　色

施設概要

モネヘー市立保育園の外観

平成7年9月5日

Makelankatu　45J，　Vallila，　Helsinki

私立保育園（アパートを買い取って設立）

「モネヘー児童福祉連盟」の一つの支部

18名

ユ歳～6歳の児童（3クラス編成）

保母2名　看護婦1名　調理・掃除1名　計4名

ヘルシンキ市より支払われる。

（利用者の居住する市や郡がサービスを買っている）

各家庭が支払う費用は家庭の所得や子どもの数によって異なる．：

（0－1，430マルカ）

7，000～10，000マルカ（税金30％）

美術教育システム

　基本的立場として子どもであってもお互いに影響し合える主体的人間

としてとらえ、保育プログラムに関しても子どもの主体性を重視するc

・ クラスは3クラス　1～2歳、3～4歳、5－6歳

　（0歳は育児休暇があるため在宅）

・ イタリアのエミリアの美術教育システム

　（子どもと大人は同じ価値を持っており、子ど

もを尊重する）

・ 1週間に1回、希望者に対し専門家の音楽’ス

ポーツ・美術のレッスンを行う。その費用につ

いては親が負担⑪回10マルカ、外部の有料

保育ならこの倍以D．．レッスンは家庭での生

活時間が少なくならないよう午後の時間を利用

　して行う。
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プログラム　　AM 7：00

8115

11：15

16：30

17：00

登園

朝食　保育

昼食　午睡「3歳以下、その他は親の希望による1

おやつ　外遊び

降園

保育内容　　以前は大人があらかじめ計画を作っていたが、今はr一どもと大人は同

　　　　　　じ価値を持っており、お互いに何かを吸収しあえるという考えのもとに、

　　　　　　子どものその時の興味にそって行い、プログラムはそのHごとに決まっ

　　　　　　ていく、そのためには、各家庭との親しい関係をもち、親からそのf’の

　　　　　　情報を得ることにより新しいアイデアが生まれることもある。

食事・おやつ　全て手作り（ジュース、ジャムまで）である

環 境 　それぞれの活動をするためには、それぞれのスペースが必要である

という考えから、それぞれの部屋が分かれている．．また、自然の’イく・

草・花を素材にした手作り遊具や作品、飾りが多く、室内がとても穏や

かで柔らかな感じがした，
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2．オープンケア（在宅ケア）

　1984年制定の児童福祉法の「子どもの最善の利益のために家族を尊

重し、個々の子どもの福祉は、基本的にはオープンケアを通じて提供さ

れなければならない」という規定に従い、社会福祉委員会が下記の事項

の責任を負う。オープンケアの措置は、家族を支え、緊急の介入が避け

られないような問題を解決することにある。

・ 家庭にいる子どもに対し、ボランティアの訓練されたヘルパーあるい

　は支援者を派遣し、家事等の援助だけでなく、親子間のカウンセリン

　グへの取り組みなど適切な治療的サービスを提供する。

・ 児童、青少年の教育、職業訓練、就業、粗悪な住宅状況の改善、余暇

　活動、その他の個人的ニーズに対する経済的支援を行う。

・ 休日活動、レクリェーション活動を組織する。

　子どもが一時的に家庭から離れて生活する経験、機会を与え、その間

　に家族が社会福祉機関と相談する。

The丘m皿y　hn　a
changing　world

Child時n　are　o“r　chロ配・．　ond

日一⑱onり一throw．

　　　　　一｛』

羅⇒
一｛｛

』

蘂
二鰭

謹
』 ＃．繊
　　　一

d

鷲

一齢一｛ ・．

d
●
　
一

輔一』←醐
祐句
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訪問報告

Child　Psychiatric　Clinic　of　Peijas－Rekola　Hospital

　　　　　　（市営の児童の精神治療病院）

児童の精神治療にあたっては、家族や環境、そしてその過去などを調査し対応している。

訪問日時　平成7年91’」8日

施設名Child　Psychiatric　Clinic　of　the　Peijas－Rekola　HospitaI

所在地Sairaalakatu　L　Reko］a、　01400　Vantaa、　Finland

　　　　　　TEL（90）8575761｜FAX（90）85757575

施設種別　総合病院（児童精神科）

利用対象　0歳～16歳
職　　　員　　医師2名　心理療法士2名　看護婦1名

　　　　　　ソーシャルワーカー1名　秘書1名　計7名

施設概要　サービス内容　・救急サービス

　　　　　　　　　　　　　・家族関係の問題・検査・治療

　　　　　　　　　　　　　・両親の精神的問題の対応

　　　　　　　　　　　　　・子どもの病気に対する治療、リハビリ、入院

救急患者　　　　主に自殺・急性精神病等で、家族の自殺、死亡やアクシデント等の

　　　　　　原因が挙げられるc

児童の積神治療病院の外観〔入口｝
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疾 患　　最近の傾向として影病の患者が増えてきている。社会にとけ込めな

　　い子の増加、家族の崩壊、バブル経済の崩壊による失業・家族の苦し

　　み等から来る影響がある。

治 療家族全員で初回に来院してもらい、子どもの問題のみでなく全体の

　　問題をチェックする。環境及び過去のセラピー歴等広範囲に調査する。

病院内にあるプレイルーム

病院内のミーテ｛ングルームで

鋭明を受ける

…r●●⑲、⌒●●●．1●●●鵠i●『’●●．●■●●’●●●●■’■●●『●●「．●’●『●『●●．．●～●●●

★時計　　　　　　　　室内であまり時計をみかけることがなかった。立派な柱時計が飾られ

　　　　　　　　　　　ていても」とまっているので妙に気になった。「フィンランドタイム」とい

　　　　　　　　　　　う言葉も耳にしたため日本人ガイドに聞いてみたところ、彼らはあまり

　　　　　　　　　　　時間を気にしない国民とのこと。列車が大幅に遅れても苦情を言う人は

　　　　　　　　　　　一人もいない。とても忍耐つよい性格の国民であるらしい。

寧●c●○●●、｛●●●■●4●●●●●ヨ●∵●●●●烏●●●●●●●●●●■●●○○●嬬
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訪問報告

Finnish　Red　Cross　Shelter　for　Child　and　Youth　Welfare

　　　　　（フィンランド赤卜字児童少年保護施設）

少年のかけ込み寺的な要素を持つ、子ども自らが問題をクリアーにしたいという意志を重視する，

自然に囲まれた⊃テージ風の施設

時

名
名
地
年
別

舶
設

琵
在
立
詮

訪
施
代
所
設
施

利用対象

定　　　員

利用時間

平成7年9月8日

赤十字児童少年保護施設

ベッカー・ワーナー

Sairaalakatu　3．　Rekola、01400　Vantaa、　Finland

l990f王61」｛～：

児童宿泊更正施設

［赤卜字はこのような施設を・1ヵ所持っている‘

12－18歳の少年〔男女1

9人

一’ i白から数．週間
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職

営
ら

運

ね

特

員5人他ボランティア25人
　　（ボランティアは年1回新聞で募集する）

費　　国営のスロットマシン協会並びに児童出身の市・郡から支給

い　少年にとって大きな問題になることを前もって防ぐ

色ファミリーセラピーやショートセラピーを実施

　　　15歳以上の少年は名前を知らせずに泊まれる

　　（12歳以下の場合は親か福祉事務所に知らせる）

　　掃除・家事はスタッフがする

施設概要　1990年創立。当初の考えは、このような少年が短期間宿泊すること

　　　　　　で問題が解決されるであろうと創られた。しかしそれだけの期間では

　　　　　　十分ではない少年もおり、ファミリーセラピーやショートセラピーを

　　　　　　行い、問題解決するために数週間宿泊するようになった。

入所理由 ・ 少年がここに来る主な理由は、両親のケンカ、親と意見が合わない

など親や家はあるが、家庭に居場所がないと感じた少年。

・ ここに来る少年は自分の意志で来て、自分の問題を解決したいと思

っている。

・少年や家族の問題を解決するのは我々でなく、責任は家族にある。

もしその問題を解決したいのなら、我々が援助しますという考え。

・一泊から数週間宿泊できる。

・15歳以上の少年は名前を知らせずに泊まれる。（しかし、実際はほ

とんどの子が名乗るという）

・15歳未満の少年は自分で親に知らせるように勧める。ただし、12

歳以下の場合は親または福祉事務所に知らせる。

広い講堂の中で中央にある＄十宇の旗が印象的

であった
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ル　　ー　　ル ・ お互いに精神的・肉体的なことを大切にする。

・ 麻薬、アルコールは持ちこまない。

・ 自分の状態をいい方向にもっていく。

・ 掃除・家事はスタッフがする。（自分の問題解決に集中できるように

するため）

生活環境 ・ 施設に長期滞在させないためにも、家具は必要な分だけで荷物もあ

まり持ち込ませないようにしている。（居室内はベッドくらいでスッ

キリしている）

・ 各部屋は二人部屋で、カギをかけずオープンにしている。盗み癖の

少年もいるが、施設内では一切トラブルはない。

・ 玄関のみロックするが、それは誰が出ていくかでなく入ってくる人

が確認できるため。

ボランティア　　・新聞で年に1回募る。希望者には動機を手紙に書いてもらい、面接

　　　　　　　をして決める。また、ボランティアとして飽きないために月1回ト

　　　　　　　レーニングを行う。

PR活動 ・ ポスターを貼ったり、パンフレットを学校や子どもが集まる場所に置

く。また、コンサートなどで知らせる。

子ども達が住む部屋でベッド以外には

ほとんど物がない　　　　（二人部屋）
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訪問報告

Korso　Child　Guidance　Family　CounselHng　Center

　　　　　　　（市営の児童・家庭相談所）

諸検査、様々なセラピーが主な活動（その子どもを取り巻くすべての人を呼び多面的に見ていく）。

訪問日時

施　設　名

所　在　地

施設種別

利用対象

職　　　員

費
法

営

方

　
用

運

利

特 色

相談所のあるピルの入ロ

平成7年9月8日

Korso　Child　Guidance　Family　Counselling　Center

Metsoiantie　4、　Korso．　01450　Vantaa．　Fin｜and

TEL（90）85199310

市営の児童・家庭相談所

子どもを持つ家族

児童精神科医1名　心理療法士3名

ソーシャルワーカー2名　事務1名　計7名

市・郡が当所のサービスを買う（利用者は無料）

直接、家族がコンタクトをとる

学校からの紹介

社会福制二事務所の一一部である

さまざまなセラピーを受けることができる

家族全員の状況把握をおこなう

諸検査、セラピー等が主活動

　（心理検査、神経検査、医学検査、家族間検査）
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相萩所内にあるプレィルーム

サービス内容

8・・こ．・ ♂
t’ i’d■■

サービス内容の駁明を受けているところ

・ 家族療法

・ 絵画療法

・ 個人セラピー

・ カップルセラピー

・ グループセラピー

・ ネットワークセラピー

　（親戚、学校、警察など、子どもをとりまく人を呼んで行う）

　この相談所は福祉事務所に属するが、措置権はなく、相談援助のた

めの諸検査やセラピーが主な活動である。具体的には家族全員に来所

してもらい、心理検査、神経検査、医学検査、家族間検査などを通し

て全員の状況把握を行い、家族関係、親子関係、子どもの問題の解決

にあたっている。

　検査の結果、児童福祉のサービスが必要な場合には、専門のソーシ

ャルワーカーへ連絡をとり、具体的なサービス提供を行う。

　日本の精神衛生センターに近い機能を持った機関であり、オープン

ケアの目的に最も適ったサービスであると思えた。
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